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平成２１年１２月８日

医療保険制度の一本化の実現等に関する意見

社会保障審議会

医療保険部会委員

山 本 文 男

市町村は後期高齢者医療制度及び国民健康保険事業の健全な運営のため、日

夜懸命の努力を傾注しているところである。

、 、後期高齢者医療制度は 制度施行直後から度重なる国の方針の変更等により

現場では混乱が生じ、その対応に追われたが、現在ではようやく定着したとこ

ろである。

しかし、新政権では、公約に基づき同制度は平成２４年度末で廃止する事を

表明され、新しい制度のあり方を検討する「高齢者医療制度改革会議」が設置

されたところである。

また、市町村国保は他制度に比べ高齢化率が高く、無職世帯が多く、加入者

の所得額に対する保険料（税）負担も著しく高額となっており、これ以上の保

険料（税）の引き上げ及び一般会計からの繰り入れについては、もはや限界に

達すなど、制度の維持運営に支障を来している。

よって、国は次の事項を実現すること。

１．後期高齢者医療制度及び医療保険制度の一本化について

（１）新制度の創設にあたっては、町村の意見を尊重し、高齢者医療制度改革

会議において十分な議論を行い、その意見を反映させるとともに、その間

は現行制度の円滑な運営に努めること。

なお、新制度は、世代間の負担の明確性や財政基盤の安定性など現行制

度の根幹は維持し、国・都道府県の役割と責任を明確にした制度とすると
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ともに、国民皆保険を堅持するため、都道府県を軸とした保険者の再編・

統合を推進し、最終的には医療保険制度の一本化を図ること。

（２）現行制度の円滑な運営について

①制度施行後に講じられた保険料の低所得者対策等については、平成２２年

度以降も国の責任において万全の措置を講じること。

②平成２２年度の保険料改定にあたっては、保険料の上昇抑制対策の財源を

国において十分確保するとともに、万一、地方の事務負担や財政負担が生

じる制度見直しを行う場合は、地方と十分協議を行うこと。

２．国民健康保険について

（１）不妊治療の保険適用、診療報酬の引き上げ、無過失補償制度の導入、長

期治療患者の負担軽減、失業後の保険料負担軽減等国民健康保険に影響の

ある施策の具体化にあたっては、保険者である町村の意見をよく聞き、尊

重すること。

なお、出産育児一時金の増額を行う場合は全額国庫負担とすること。

（２）高額医療費共同事業や保険財政共同安定化事業など国民健康保険制度の

財政基盤の強化策については平成２２年度以降も継続して実施すること。

（３）高齢者を中心として、長期療養者や慢性疾患に対する合理的な診療報酬

包括支払方式を推進すること

（４）重複受診を避けるため、かかりつけ医機能を強化促進すること。

（５）難病等の特殊な疾病については国の負担とすること。

（６）特定健診・保健指導を円滑に実施するため、保健師等の人材確保ができ

るよう適切な措置を講じること。

（７）企業の従業員として常時雇用される目的で外国人登録を行った外国人に

ついては、関係法令を遵守して社会保険に加入するよう強制適用事業所の

事業主に対し、国は指導を徹底すること。

（８）乳幼児及び重度障害者等への医療費助成制度（地方単独事業）に対する

国民健康保険療養給付費負担金及び普通調整交付金の減額算定措置を廃止

すること。



厚生労働大臣

長 妻 昭 殿

行政刷新会議の「事業仕分け」における市販品類似薬を

保険適用外とする方針について

今般、行政刷新会議のワーキンググループによる「事業仕分

け」において、漢方薬等の市販品類似薬を保険適用外とする方

向の結論が出されたが、別添の社団法人日本東洋医学会・寺澤

会長の意見に賛同するので、漢方薬については従前どおり保険

適用されたい。

平成２１年１２月２日

社会保障審議会委員

福岡県添田町長

山 本 文 男
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